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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（茨城県指定 第 0871200325号） 

 

 

 

 

 

 

当事業所は利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供いたします。事業所の

概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたいことを次のとおり説明し

ます。 
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１．事業者 

①法 人 名 社会福祉法人 翔馬会 

②法 人 所 在 地 茨城県常陸太田市徳田町 143番地 

③電 話 番 号 ０２９４－７０－７１５１ 

④代 表 者 氏 名 理事長  大森 英俊 

⑤設 立 年 月 日 平成１５年８月１８日 

 

２．事業所の概要 

①事業所の種類 指定短期入所生活介護事業所 平成 17年 1月 13日指定 

 介護予防短期入所生活介護 平成 18年 4月 1日指定 

 茨城県 第 0871200325号 

※当事業所は特別養護老人ホームえみの里に併設されています。 

②事 業 の 目 的 指定短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、利用者が、その有

する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができる

ように支援することを目的として、利用者に日常生活を営むために

必要な居室および共用施設等をご利用いただき、短期入所生活介護

サービスを提供します。 

③事業所の名称 ショートステイ えみの里 

④事業所の所在地 茨城県常陸太田市徳田町 143番地 

⑤電 話 番 号 ０２９４－７０－７１５１ 

 ファックス番号 ０２９４－７０－７１５２ 

⑥事 業 所 長 

（管理者）氏名 
野内 麻由美 

⑦開 設 年 月 日 平成１７年１月１３日 

⑧利 用 定 員 １０名 

⑨当事業所の運営方針 

事業所は、老人福祉法及び関係法令に基づき利用者の心身の状態に対応した適切な処遇と

必要な指導訓練を行い、健康で明るく生きがいのある生活を営むことができるよう利用者

の処遇に万全を期するものとする。 

⑩居 室 の 概 要 

利 用 定 員･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １０名 

居   室･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １０室 

（全室個室、ユニット数は１ユニットとし、１ユニットの定員は 10名とする。） 

食   堂･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １室 

リ ビ ン グ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １室 

医 務 室･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １室（特別養護老人ホーム えみの里と共用） 

理 美 容 室･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ １室（特別養護老人ホーム えみの里と共用） 

一 般 浴 室（個別浴槽）･ ･１室（特別養護老人ホーム えみの里と共用）
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☆居室の変更について 

利用者から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を

決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際に

は、利用者やご家族と協議の上決定するものとします。 

 

 

３．当事業所が提供するサービスと利用料金 
 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

 

 

（１）《介護保険の給付の対象となるサービス》 

① 入 浴 

１週間に２回以上の入浴または清拭を行います。利用者の意向に応じ、できるだけ入浴の機

会を設けます。 

 

② 排 泄 

利用者の心身の状態に応じて、また利用者個人のプライバシーを尊重の上、適切な方法によ

り、排泄の自立を促すため身体能力を最大限活用した援助を行います。また、おむつを使用

せざるを得ない利用者については適切に取り替え、清潔が保持できるよう支援します。 

 

③ 食 事 

食事は栄養並びに利用者の状況及び嗜好を考慮したものとし、ユニットケアの特徴を生かし

利用者の生活を尊重した適切な時間に提供します。また入居者の希望の場所にて召し上がっ

ていただきます。調理方法としてクックチルを導入し、その料理に適した温度でいつでも温

かい食事を提供します。 

（食事時間） 朝食８:００～  昼食１２:００～  夕食１８:００～ 

 

④ 機能訓練 

利用者の心身の状態に応じて日常生活を営むのに必要な機能を回復し、その減退を防止でき

るよう努めます。また、生活の中で自然にリハビリができるよう努めます。 

 

⑤ 健康保持 

常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のため適切な措置を行います。 

 

⑥ 相談及び援助 

常に利用者の心身の状況、その置かれている状況等の的確な把握に努め、利用者またはその

家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行います。 

 

⑦ その他 

寝たきり防止のため、できる限り離床を行います。 

生活のリズムを考え、毎日、起床時及び就寝時に着替えの支援を行います。 

清潔で快適な生活が過ごせるよう支援します。 
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＜サービス料金（一日あたり）＞ 

下記の料金表によって、利用者の要介護度と負担割合に応じたサービス料金をお支払い

ください。（サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります） 

○ ユニット型短期生活介護費(１単位＝１０円) 

※ 要支援１・２ ： 介護予防短期入所生活介護 

※ 要介護１～５ ： 指定短期入所生活介護 

 単位数 
機能訓練

体制加算 

ｻｰﾋﾞｽ提供

体制強化

加算(Ⅱ) 

夜間職員

配置加算

(Ⅳ) 

介護職員

処遇改善

加算(Ⅰ) 

一日の自己負担 

１割負担 ２割負担 

要支援１ 529円 12円 18円 ― 79円 638円 1,276円 

要支援２ 656円 12円 18円 ― 96円 782円 1,564円 

要介護１ 704円 12円 18円 20円 106円 860円 1,720円 

要介護２ 772円 12円 18円 20円 115円 937円 1,874円 

要介護３ 847円 12円 18円 20円 126円 1,023円 2,046円 

要介護４ 918円 12円 18円 20円 136円 1,104円 2,208円 

要介護５ 987円 12円 18円 20円 146円 1,183円 2,366円 

※ 但し、特別な場合は３割負担あり 

※ 機能訓練体制加算《全利用の方が対象です》…専従の機能訓練員を配置している場合 

※ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)《全利用の方が対象です》…介護福祉士が 60％以上 

※ 夜間職員配置加算(Ⅳ)《全利用者の方が対象です》…夜勤を行う介護職員の数を基準
より多く配置していることに加え喀痰吸引の可能な職員が配置されている場合 

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)《全利用者の方が対象です》…介護職員の処遇改善の為
の加算(区分支給限度基準額の算定には含まない)。 

※ 利用者の心身の状況、家族の事情等から別途サービスをご利用いただきますと、下記
の金額が追加になります。以下の表は負担１割分で記載されていますが、それぞれの
負担割合に応じて１～３割の負担となります。 

注：下記単位に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の１４％が別途加算となります。 

 

◇ 送迎加算 （１回あたり） 

送迎を利用された場合のサービス利用料金（片道あたり） 184単位 

◇ 在宅中重度者受入加算（要介護１～５の方が対象です） （１日あたり） 

ショートステイ利用中に訪問看護サービスを受けた場合 

（看護体制加算を算定していない場合） 
425単位 

◇ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 （１日あたり） 

緊急にショートステイの利用が必要であると医師が判断した

場合《注※入所から７日間を上限》 
200単位 

◇ 若年性認知症利用者受入加算 （１日あたり） 

ショートステイを若年性認知症の方が利用された時、個別に担

当者を決め、その利用者を中心にサービスを提供する場合 
120単位 
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◇ 療養食加算 （１食あたり） 

医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び

内容を有する糖尿病食・肝臓病食・腎臓病食・胃潰瘍食・貧血

食・膵臓病食・高脂血症食痛風食及び特別な場合の検査食を提

供した場合の加算 

8単位 

 

 

（２）《介護保険の給付の対象外となるサービス》 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担額となります。 

① 介護保険給付の支給限度を超える短期入所生活介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合には、サービス利用料金の

全額がご契約者の負担となります（一日あたり）。 

 基本ｻｰﾋﾞｽ

利用料 

機能訓練 

体制加算 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

体制強化 

加算(Ⅱ) 

夜間職員 

配置加算

(Ⅳ) 

介護職員 

処遇改善 

加算(Ⅰ)※ 

一日の 

自己負担 

要支援１ 5,290円 120円 180円 ― 783円 6,373円 

要支援２ 6,560円 120円 180円 ― 961円 7,821円 

要介護１ 7,040円 120円 180円 200円 1,056円 8,596円 

要介護２ 7,720円 120円 180円 200円 1,151円 9,371円 

要介護３ 8,470円 120円 180円 200円 1,256円 10,226円 

要介護４ 9,180円 120円 180円 200円 1,356円 11,036円 

要介護５ 9,870円 120円 180円 200円 1,452円 11,822円 

 

加  算  
サービス 

利用料 

介護職員 

処遇改善 

加算(Ⅰ)※ 

一日の 

自己負担 

送迎を利用された場合 片道あたり 1,840円 153円 1,993円 

在宅中重度者受入加算 １日あたり 4,250円 353円 4,603円 

認知症行動･心理症状緊急 

対応加算 
１日あたり 2,000円 166円 2,166円 

若年性認知症利用者受入加算 １日あたり 1,200円 100円 1,300円 

療養食加算 １食あたり   80円  7円   87円 

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1日あたりのご利用単位で端数処理計算しております。 

※ 実質は月のご利用単位の合計をもとに端数処理計算しますので差額が生じます。 

※ 利用者様のご都合で、迎えの車に乗らなかった場合は、1,000 円のキャンセル料が生
じます。 
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② 食 材 料 費 利用者に提供する食材料＋調理にかかる費用です。(１日あたり 1,445円) 

朝食代 昼食代 夕食代 

３９５円 ５２５円 ５２５円 

 

 ○ 介護保険負担限度額認定書を提示の方 

負 担 限 度 額 

利用者負担１段階 利用者負担２段階 利用者負担３段階① 利用者負担３段階② 

３００円／日 ６００円／日 １,０００円／日 １,３００円／日 

 

③ 特別な食事 ・利用者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。･･･実費 

・年間行事に合わせた特別な食事(行事食)･･････食事代＋300円 

 

④ 理 美 容 代 出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

利用料金：１回あたり 2,500円 

 

⑤ 貴重品の管理 金銭等、貴重品の管理は自己責任でお願いいたします。 

 

⑥ レクリェーション活動 

利用者のご希望により施設内で行われている各種レクリェーションに

参加できます。 

レクリェーション等にかかる費用・・・実費 

 

⑦ 日常生活上必要となる諸費用 

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用で利用者にご

負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

生活用品購入の都度・・・・実費 

 

 

⑧ 滞 在 費 室料＋光熱水費相当 （一日あたり 1,280円） 

 ○ 介護保険負担限度額認定証を提示の方 

負 担 限 度 額 

利用者負担１段階 利用者負担２段階 利用者負担３段階 

８８０円／日 ８８０円／日 １,２８０円／日 

 

⑨ テレビレンタル代 一日あたり １００円 （持込みの場合は無料） 

 

⑩ クッション利用料 １個当たり  １０円 （対象者のみ） 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

毎月１日～月末で利用料を計算し、翌月１５日までに前月分の請求をいたします。毎月

２０日（２０日が土・日・祝祭日の時は郵便局の翌営業日）に口座引き落としにてお支

払い頂くか、事業所窓口にてお支払いください。 
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（４）利用の中止、変更、追加 

利用予定日の前に、利用者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止または

変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービス

の実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、利用者の体調不良等

正当な事由がある場合には、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 自己負担相当額 

 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合

すでに実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

４．相談および苦情の受付について 

① 当施設における相談や苦情の受付 

当施設における相談や苦情は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

◎利用者相談窓口（担当者） 

生活相談員・・・・・・・・安 洋祐 

『えみの里』 電 話 番 号 ０２９４－７０－７１５１ 

 ファックス ０２９４－７０－７１５２ 

◎苦情受付窓口 

苦情受付担当者・・・・・・安 洋祐 

苦情解決責任者・・・・・・野内 麻由美 

『えみの里』 電 話 番 号 ０２９４－７０－７１５１ 

 ファックス ０２９４－７０－７１５２ 

※また、苦情受付ボックスを１階ロビーに設置しています。 

◎行政機関その他苦情受付機関 

常陸太田市役所 介護保険課 

所  在  地 常陸太田市金井町３６９０ 

電 話 番 号 ０２９４－７２－３１１１ 

 （午前８:００～午後５:１５） 

◎国民健康保険連合会 

所 在 地 水戸市笠原町９７８－２６ 

 茨城県市町村会館内 

電 話 番 号 ０２９－３０１－１５６５ 

ファックス ０２９－３０１－１５７９ 

 （受付時間 ９:００～１６:００） 
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◎茨城県社会福祉協議会 

所 在 地 水戸市千波町１９１８ 

電 話 番 号 ０２９－２４１－１１３３ 

ファックス ０２９－２４１－１４３４ 

 （受付時間 ８:００～１７:００） 

５. 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 大森医院 

院 長 名 大森 英俊 

所 在 地 常陸太田市徳田町４７４番地 

電 話 番 号 ０２９４－８２－３３３５ 

 

 
医療機関の名称 医療法人 大森医院 大森歯科・口腔外科 

院 長 名 大森 翔英 

所 在 地 常陸太田市西宮町１９０８番地 

電 話 番 号 ０２９４－８７－８１０８ 

 

６. 非常災害対策 

① 災 害 時 の 対 応 「えみの里消防計画」により行います。 

② 防 火 設 備 消防法に基づく設備を有しています。 

③ 防 火 訓 練 総合訓練を年に２回実施します。 

 （うち１回は消防署立会いによる総合訓練実施） 

④ 防 火 管 理 者 野内 麻由美 

 

７. 保証人 

 契約締結にあたり、保証人を１名お願いします。保証人に行っていただく内容については以下

のとおりです。 

(１) 保証人には、利用者の契約に係る一切の責務について、利用者と連携して履行する責任を

おっていただきます。 

(２) 保証人には、前項の責任のほか、次の各号の責任を負っていただきます。 

① ご利用者が、疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行

するように協力していただきます。 

② 契約解除または契約終了の場合、事業者と連携してご利用者の状況に見合った

適切な受け入れ先の確保に努めていただきます。 

③ ご利用者が死亡した場合のご遺体の引き取り等必要な措置を行っていただきま

す。 

（３）ご利用者は、保証人が契約継続中に死亡もしくは破産した場合、その他保証人を継続す

ることが難しい事情が生じた場合は、新たに保証人を立てていただきます。 

 

（４） 保証人はご利用者が施設に対して負担する一切の債務を極度額 50万円の範囲で利用者

と連帯して支払う責任を負っていただきます。 

 



 

  

 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 令和   年   月   日 

 

 

 《事 業 者》 所在地 常陸太田市徳田町１４３番地  

 

  名 称 ショートステイ えみの里 

 

説明者   安 洋祐   ㊞ 

 

 

 

 

私は、本書に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護

サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

契 約 者  住 所                   

（利用者） 

 

       氏 名                ㊞  

 

 

署名代行者  住 所                   

 

 

       氏 名                ㊞  

 

 

保 証 人  住 所                   

 

 

       氏 名                ㊞  



 

  



 

  

短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更さ

れた場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必

要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご契約者及

びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更します。 

『重要事項説明書付属文書』 
 

１、事業所の概要 

 ①建 物 の 構 造 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階 

 ②建物の延べ床面積 ： ３,３４６.５１㎡ 

 ③併 設 の 事 業 ： 指定介護老人福祉施設 

 通所介護事業所・介護予防通所介護 

 訪問介護事業所・介護予防訪問介護 

 居宅支援事業所・在宅介護支援センター 

 

 

２、契約締結からサービス提供までの流れ 

利用者に対する具体的なサービス内容や提供方針については、「居宅サービス計画（ケアプラ

ン）」がある場合にはその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計画」に定

めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）に短期入所生活介護

計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 

その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者及びそ

の家族に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面

を交付し、その内容を確認していただきます。 



 

  

３、サービス提供における事業者の義務 

当事業所では利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

1. 生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

2. 体調、健康状態からみて必要な場合には、医師または看護職員と連携のうえ、利用者から

聴取、確認いたします。 

3. 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、定期的に避難、救出その他必要な援助

を行います。 

4. 提供したサービスについて記録を作成し 5 年間保管するとともに、利用者または代理人の

請求に応じて閲覧できるものとし、複写物を交付します。 

5. 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって、知り得た利

用者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません（守秘義務）。 

ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に入所者の情報を提

供します。また、円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文章にてご契約者の

同意を得ます。 

6. 事業者及びサービス従事者または従業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するための措置として緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束、その他利用者の行動を

制限する行為を行わないものとします。緊急やむを得ない場合に身体拘束を行なう場合は、

利用者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで行ないます。 

7. 事業者は、入居者の権利擁護及び虐待防止のため、サービス従業者または従業員に対し、

委員会の開催、虐待防止のための指針整備、研修、責任者の選任を行ないます。虐待を受

けたと思われる入居者を発見した場合には、速やかに市町村へ通報します。(責任者：施設

長） 

8. 事業者は、職員等の資質向上を図るための研修会を随時実施します。 

 

 

４、事故発生時の対応について 

1. サービス提供時に事故が発生した場合は、利用者、保証人、行政機関及び利用者に係る居

宅介護支援事業所等へ報告するとともに、必要な措置を講じます。 

2. 事故の状況や事故に際してとった処置については、記録を作成し、事故発生の原因究明と

予防の検討を行い、再発防止に努めます。 

3. 利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。 

 

 

５、提供するサービスの第三者評価の実施について 

1. 提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。 



 

  

 

６、サービス利用にあたっての留意事項 

1. 面会・外出・飲酒・喫煙は可能です。 

※ 面会時間は、朝 8時 30分～夜 7時 00分までです。時間以外はご連絡ください。 

※ 感染症等の発生状況により面会を制限させていただく場合がございます。 

※ 外出時は事前にお知らせください。 

※ 喫煙は所定の場所でお願いします。 

2. 所持品の持ち込みは可能です。 

3. 居室・設備・器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用

により破損が生じた場合、賠償していただくことがございます。 

4. 迷惑行為等 

騒音等、他の利用者の迷惑になる行為、サービス提供者に対する暴力や暴言などの業務

に支障のでる行為はご遠慮願います。 

また、他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

5. その他 

施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は、ご遠慮ください。 

 

 

７、損害賠償について 

当施設において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合にも同様とします。 

ただし、その損害の発生について、利用者の故意または過失が認められる場合には、状況を斟

酌し相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

８、サービス利用を止める場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から６ヶ月間ですが、契約期間満了の２日前までに利用者か

ら契約期間終了の申し入れがない場合には、契約は更に６ヶ月間同じ条件で更新され、以後も同

様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

1. 利用者が死亡した場合。 

2. 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合。 

3. 事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。 

4. 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

5. 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 

6. 利用者から解約または契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 



 

  

7. 事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください。） 

 

(１) ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解除することができます。その場

合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。ただし、以下

の場合には、即時契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象のサービス利用料金の変更に同意できない場合。 

② 事業所の運営規定の変更に同意できない場合。 

③ 利用者が入院した場合。 

④ 利用者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介

護サービスを実施しない場合。事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反し

た場合。 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・精神・財物・

信用等を傷つけ又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認

められる場合。 

⑦ 他の利用者が利用者の身体・精神・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

(２) 事業者からの解約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① 利用者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合。 

② 利用者による、サービス利用料金の支払いが 3ヶ月以上遅延し、期間を定めた繰り

返しの催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③ 利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどに

よって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

 

 

(３) 契約の終了に伴う援助 

契約が終了する場合には、事業者は利用者の心身の状況・置かれている環境等を勘案し、

必要な援助を行うように努めます。 

 

 


